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令和４年６月３０日 

 

「ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業」について、公募の結果、

11件を採択しました 

 

１．目的 

 ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業は、大学医学部における養成課程の段階

から医師の地域偏在及び診療科偏在や高度医療の浸透、地域構造の変化等の課題に対応す

るため、将来、地域医療に従事しようとする意思をもつ学生を選抜する枠を活用し、地域

にとって必要な医療を提供することができる医師の養成に係る教育プログラムの開発・実

施を行う教育拠点を構築することを目的としています（参考資料２）。 

 

２．審査結果 

 医学部を置く各国公私立大学長宛に公募を行い、18件の申請があり、「ポストコロナ時

代の医療人材養成拠点形成事業選定委員会」における審査を踏まえ、この度、11件の事業

を選定しました（参考資料１、３）。 

 

３．公表 

(１)公開ページの URL 

   https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/iryou/1387768_00002.htm 

(２)公開日 

  令和４年６月３０日（木） 

 

４．その他 

ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業選定委員会（委員長：北村 聖（公益社

団法人 地域医療振興協会顧問））から、今回の選定について所見が述べられました（別

添資料１）。 

 

 

 

「ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業」について、11件の事業の選定を決

定しましたので、お知らせいたします（参考資料１）。 

 

 

＜担当＞ 高等教育局医学教育課医学教育係 

菊池、降籏 

         電話：03-5253-4111（代表） 

               03-6734-3306（直通） 
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（参考資料１） 
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（参考資料２） 
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（参考資料３） 

 



（別添資料１） 

令和４年６月３０日 
 

ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業選定委員会 所見 
 
 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、地域における医療体制の見直しや医師

の地域偏在及び診療科偏在を解消する重要性が再認識されるとともに、高度医療

の浸透や地域構造の変化を踏まえた新時代に適応可能な医療人材の養成といった

課題が浮き彫りとなりました。これらの課題解消に資するため、地域にとって必

要な医療を提供することができる医師を養成するための学生への学部段階からの

動機づけ・資質能力の育成を図る実習・講義等の教育プログラムの更なる充実が

求められています。 
 本事業は、大学医学部における養成課程の段階から医師の地域偏在及び診療科

偏在や高度医療の浸透、地域構造の変化等の課題に対応するため、地域にとって

必要な医療を提供することができる医師の養成に係る教育プログラムの開発・実

施を行う教育拠点を構築することを目的として、公募を行いました。 
 

公募の結果、申請のあった１８件の事業において、全体構成や教育プログラム

・コースの優秀性、事業の運営体制・連携体制及び事業の継続・成果の普及に関

する構想の妥当性等について、本委員会による書面審査、面接審査、合議審査を

実施し、特に優れた１１件の事業を選定しました。 

 

  今回、選定された大学は各取組とも、実現性が高く、創意工夫されたものとな

っておりますが、本委員会が指摘した改善に関する所見を踏まえた着実な改善に

取り組んでいただくとともに、事業計画を確実かつ迅速に実行していただきたい

と考えます。 

また、選定された各大学には、我が国における医療の質向上を担う取組を実施

するという決意を持って、取り組んでいただくとともに、下記の点を期待します。 

 ・低学年からの取組を積極的に進めるとともに、常に先進的・革新的な取組内

容となるよう自己点検・評価のみならず、医療現場・自治体等のニーズを取

り入れるための努力を欠かさないこと 

 ・全国の拠点が一体となったフォーラムの開催等により、事業の定期的な評価

や成功事例の共有などを行うこと。そして事業の目的に合わせ、適切な対象

に成果を発信する広報戦略を立てること 

 ・代表校のみならず連携校も含め、長期的な展望に基づく具体的な事業継続方

針を策定の上、補助期間終了後は、成果の波及とともに更に発展的な取組と



して実施できるよう自走化に向けた取組を工夫して取り組むこと 

一方、今回、特徴的なプログラムであっても、事業の構想・計画の具体性の観

点等から、相対比較の結果、残念ながら選定に至らなかった取組がありました。

選定されなかった各大学においても、申請いただいた事業に対する本委員会の所

見をお伝えしますので参考にしていただくとともに、今後も本事業の趣旨を生か

した人材育成に取り組んでいただくことを強く期待します。なお、今回の教育プ

ログラムについては、オンラインコンテンツの作成などが含まれておりますが、

大学等における遠隔授業の取扱いについては、大学設置基準第 25 条第 2項等の規

定及び事務連絡でお伝えしている学修者本位の授業の実施について充分御理解の

上、実施をお願いします。 

 

終わりに、我が国の医学医療の発展にとって、「地域にとって必要な医療を提

供することができる医師」を育成することは非常に大切なことと考えています。

今後も各大学における教育プログラムがさらに充実、拡充されることを希望して

おります。 

 

ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業選定委員会 

委員長 北村 聖 
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